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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の予定について

当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 1 回定時株主総会でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度（以下「本

制度」という。）に基づき、今年度においても株式報酬としての自己株式の処分を行うことを予定しております

ので、お知らせいたします。

現時点において、本制度に基づき、今年度において当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締

役を除く。）および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社子銀行の取締役（監査等委員である取締役および

社外取締役を除く。）および取締役を兼務しない執行役員に対して割り当てる自己株式の処分に関する合理的に

見込まれた払込金額の総額は、119,085,000 円として見積もっております（昨年度実績：116,482,730 円）。

なお、詳細につきましては、決定次第公表することといたします。
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